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                                           甲府市告示第４１７号  

 

 甲府市社会福祉施設等の３施設（中道地区）の管理運営を指定管理者に行わせるにあ

たり、甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月

条例第１６号）第２条の規定に基づき公募し、同条例第１１条の規定により、次のとお

り告示する。 

 

令和５年８月９日 

 

甲府市長   樋 口 雄 一 

 

１ 指定管理を公募する施設の概要 

施設名称及び所在地 

   ア 甲府市中道デイサービスセンター（甲府市 下向山町９１０番地） 

   イ 甲府市健康の杜センター（甲府市 下向山町９１０番地） 

   ウ 甲府市上曽根いきいきプラザ（甲府市上曽根町６７１番地２） 

   ※上記３施設を一括し、募集する。 

 

２ 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。（５年間） 

 

３ 指定管理者が行う業務、及び管理運営の基準 

甲府市社会福祉施設等の３施設（中道地区）に係る指定管理者募集要項及び各施設

に係る業務仕様書のとおり。 

 

４ 申請資格要件等 

⑴ 申請できる者 

ア 応募申請者（以下「申請者」という。）は、法人及び法人格を持たない団体（以

下「事業者」という。）とする。 

イ 申請者は、甲府市内に主たる事業所を有する者とする。 

ウ 申請者は、令和５年４月１日現在において、３年間以上の社会福祉に関する事
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業の実績を有する者とする。 

エ 申請者は、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）における適格請

求書発行事業者として登録を受けている者に限る。 

⑵ 申請資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく本市の入札参加制限を受け

ていない者。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続開始の申立てがな

されていないこと。 

エ 本市の指名停止を受けていないこと。 

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けてから

３年を経過していること。 

カ 次に該当しない者 

○ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められる者。 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員であると認められる者。 

○ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどをしたと認めら

れる者。 

○ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められる者。 

○ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）に基づく処分を過去及び現在において受けている団体及びその代表者、

主催者又はその他の構成員。 

○ 国税及び地方税に滞納がある者。 
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５ 手続き等 

⑴ 本手続きに関する募集要項、業務仕様書、申請書類等の配布は次の通りとする。 

  配布期間：令和５年８月９日（水）～９月８日（金） 

※土日祝日除く ９：００～１６：００ 

 配布場所：甲府市役所 本庁舎３階 福祉保健部 福祉保健総室 総務課 

⑵ 各申請書類の提出期限及び提出先等については、募集要項を参照すること。 

 

６ 連絡先 

福祉保健部 福祉保健総室 総務課 

〒４００－８５８５ 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎 ３階 

ＴＥＬ ０５５－２３７－５４５７ 

ＦＡＸ ０５５－２２８－４８８９ 

Ｅ-mail    hukusissm@city.kofu.lg.jp 


